
実施日 実施時間 時間 研修講目

8:40～8:55

9:00～10:00 1 防災士に期待される活動

12:15～13:15

13:15～14:15 1 避難所の設置と運営協力

14:25～15:25 1 気象災害・風水害

15:35～16:35 1 地域防災と多様性への配慮

16:35～16:50

実施日 実施時間 時間 研修講目

8:40～9:40 1 災害ボランティア活動

9:50～10：50 1 災害と損害保険

11：00～12：00 1 行政の災害対策と危機管理

12:00～13:00

13：00～14：00 1 災害関連情報と予報・警報

14：10～15：10 1 地震・津波への備え

15：25～16：25 1 風水害・土砂災害等への備え

16:35～17:35

※カリキュラムについては、今後変更となる場合もありますので、ご承知おきくだ
さい。
※試験開始時間は予定より遅れる場合もございます。

１月１８日
(日)

昼休み

防災士資格取得試験

　会場：小山市中央町１－１－１　　小山市役所６階　大会議室6a～ｄ

１月１７日
(土)

オリエンテーション

10:15～12：15 2
自主防災活動と地区防災計画

【DIG演習】

昼休み

事務局からの連絡

令和７年度

小山市防災士養成講座カリキュラム



実施日 実施時間 時間 研修講目 講師（依頼先）

１０月１８日（土） 9:30～12:30 3 普通救命講習 小山市消防本部

10月１９日（日） 9:30～12:30 3 普通救命講習 小山市消防本部

　会場：小山市中央町１－１－１　　小山市役所６階　大会議室6a～ｄ

※防災士資格取得には、過去４年以内に受講した普通救命講習等の「救急救命講習」の修了証が必要で
す。
　　（対象は日本防災士機構ホームページをご参照ください。）
※未受講又は受講後４年を経過している方を対象に、上記のとおり普通救命講習を開催しますので、受講
を希望される方はどちらかにご参加ください。
※「４年以内」の基準日は「令和３年１０月１日」となりますので、この項目に該当する方は、「令和３年１０月
１日以降に普通救命講習を受講し修了証を持っている方」となります。

普通救命講習
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日本防災士機構が防災士認証要件として認めている 

主な救急救命講習等一覧 

 
第１章第１項「基本三原則」に定めた救急救命講習の基準は、消防機関の普通救命講

習ⅠまたはⅡと同等のものとする。（座学と心肺蘇生法、AEDを含む。） 

修了証は、防災士認証登録申請時に、5年以内に発行されたものであり、発行団体が

定めた有効期限内のものとする。） 

 

講習実施機関・所管

等 
講習・資格名 備考 

消防本部 

普通救命講習ⅠまたはⅡ 
「市民救命士」等の名称による同講習も含まれ

る 

上級救命講習   

応急手当普及員/指導員講習   

消防吏員 
消防吏員の階級証等の写しの提出が必要 

(発行から5年以上経過しても可) 

患者等搬送乗務員基礎講習   

都道府県公安委員会 

第一種運転免許 

（応急救護処置講習） 新規取得後5年以内限定 

（取得後5年を超過したものは対象外） 第二種運転免許 

（応急救護処置講習） 

厚生労働省 

医師 
医師の資格の証書等の写しの提出が必要 

(発行から5年以上経過しても可) 

救急救命士 
救急救命士の資格の証書等の写しの提出が必要 

(発行から5年以上経過しても可) 

酸素欠乏危険作業主任者技能講習   

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習   

国土交通省 

小型船舶操縦士  

（一級〜二級、特殊） 

取得後5年以内限定。別途、特定操縦免許の「小

型旅客安全講習」の受講が必要（取得後5年を超

過したもの、及び前記安全講習の受講時期が判

別不能なものは対象外。この場合、免許の更新

記録ではなく、前記安全講習修了証、または他

の救急救命講習修了証の写しの提出が必要） 

海技士 
新規取得後5年以内限定 

（取得後5年を超過したものは対象外） 

日本赤十字社 

救急法基礎講習 

（赤十字ベーシックライフサポーター 

認定証交付） 

  

※認証している一部を記載しています。 

 詳細は日本防災士機構ホームページにてご参照ください。 


